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(57)【要約】
【課題】国内通貨とともに外国通貨を円滑かつ効率的に
取り扱うことが可能な貨幣処理装置及び貨幣処理システ
ムを提供することを課題とする。
【解決手段】貨幣処理装置である売上金入金機５００は
、国内通貨及び外国通貨を受け付け、国内通貨の紙幣を
紙葉類カセット５５３に収納し、外国通貨の紙幣を紙葉
類カセット５５４に収納する。売上金入金機５００は、
外国通貨を国内通貨に換算するレートをレートデータと
して保持し、外国通貨分の売上額を国内通貨の金額に換
算する。そして、外国通貨分の売上額と国内通貨分の売
上額とを合計し、データセンタ４１０に通知する。また
、国内通貨及び外国通貨の金種別枚数を現金センタ４２
０に通知する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外国通貨を含む貨幣を受け付ける受付部と、
　外国通貨を国内通貨に換算する際に用いるレート情報を記憶する記憶部と、
　前記受付部により受け付けた外国通貨を含む貨幣を収納する複数の貨幣収納部と
　を有することを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項２】
　前記レート情報は、店舗の手数料を含むことを特徴とする請求項１に記載の貨幣処理装
置。
【請求項３】
　前記記憶部は、
　自装置を利用する店舗ごとに店舗の手数料が設定された複数のレート情報を記憶するこ
とを特徴とする請求項２に記載の貨幣処理装置。
【請求項４】
　前記複数の貨幣収納部は、
　国内通貨を収納する第１の貨幣収納部と、
　外国通貨を収納する第２の貨幣収納部と
　を含むことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の貨幣処理装置。
【請求項５】
　前記記憶部に記憶されたレート情報に基づいて、前記第２の貨幣収納部に収納された外
国通貨の金額情報を国内通貨の金額情報に換算する換算部と、
　前記換算部により換算された国内通貨の金額情報を通知する金額情報通知部と
　をさらに有することを特徴とする請求項４に記載の貨幣処理装置。
【請求項６】
　前記金額情報通知部は、
　店舗が属する組織の本部に配設された管理装置に対して、前記換算部により換算された
国内通貨の金額情報を通知する
　ことを特徴とする請求項５に記載の貨幣処理装置。
【請求項７】
　警送会社の管理装置に対して、前記複数の貨幣収納部に収納された外国通貨を含む貨幣
の金種ごとの枚数を通知する貨幣情報通知部をさらに有することを特徴とする請求項１～
６のいずれか一つに記載の貨幣処理装置。
【請求項８】
　前記複数の貨幣収納部に収納された貨幣の総額に占める前記外国通貨の金額情報の割合
を算定する算定部と、
　前記算定部により算定された割合を通知する割合通知部と
　をさらに有することを特徴とする請求項５、６又は７に記載の貨幣処理装置。
【請求項９】
　所定の投入部から投入された貨幣を着脱自在な貨幣カセットに収納する釣銭機と、前記
釣銭機から取り外された貨幣カセットに装填された貨幣を機体内に収納する貨幣処理装置
とを有する貨幣処理システムであって、
　前記貨幣処理装置は、
　前記貨幣カセットを装着するカセット装着部と、
　前記カセット装着部に装着された貨幣カセットに装填された外国通貨を含む貨幣を該貨
幣カセットから繰り出して収納する複数の貨幣収納部と
　を有することを特徴とする貨幣処理システム。
【請求項１０】
　自装置を利用する各店舗の識別情報に対応付けて、該店舗の手数料が設定された複数の
レート情報をそれぞれ記憶する記憶部と、
　前記貨幣カセットに付設されたＩＣタグ内のメモリに記憶された店舗の識別情報に基づ
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いて、前記記憶部に記憶された複数のレート情報から該当するレート情報を特定する特定
部と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項９に記載の貨幣処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、国内通貨とともに外国通貨を円滑かつ効率的に取り扱うことが可能な貨幣処
理装置及び貨幣処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンビニエンスストア、スーパーマーケット及び百貨店等の商業施設のバックヤ
ードには、売上金入金機又は貨幣入出金機と呼ばれる貨幣処理装置が配設されることが多
い。この貨幣処理装置は、商業施設のフロントに設けられた各レジの釣銭機から取り出さ
れた売上金としての貨幣を収納する装置である。
【０００３】
　この貨幣処理装置には、貨幣を収納する複数の回収カセットが着脱可能に装着され、警
送会社の担当者が、かかる回収カセットを貨幣処理装置から取り外して現金センタに運搬
することになる（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１０１６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の特許文献１に代表される従来技術では、貨幣処理装置が国内通貨
としての貨幣のみを処理対象としており、米ドル貨幣、ユーロ貨幣、中国元貨幣などの外
国通貨を処理対象としていない。
【０００６】
　このため、たとえ、レジに配設されたＰＯＳ（Point Of Sales）端末及び釣銭機が外国
通貨を処理できる場合であっても、かかる外国通貨を貨幣処理装置に収納することができ
ず、担当者はかかる外国通貨を手管理せねばならないという問題がある。特に、近年の外
国人観光客等が多数訪れる状況を考慮すると、外国通貨の取扱量が年々増加すると予想さ
れるため、かかる外国通貨の管理に係る問題が顕在化する。
【０００７】
　また、かかる貨幣処理装置は、店舗の本部に設置された管理装置に対して営業日ごとの
売上額を通知しているが、この貨幣処理装置から通知される売上額には外国通貨分が含ま
れていないため、店舗の本部の担当者は、別々の異なる要領で通知される国内通貨の売上
額と外国通貨の売上額とを人手で管理しなければならず、ミスが生ずる原因となる。特に
、外国通貨を取り扱う場合には、外国通貨を国内通貨に換算するレートが日々変化し、ま
たこのレートに含まれる店舗の手数料も変化するため、外国通貨の取り扱いに係る店舗の
本部での業務が煩雑になるという問題もある。
【０００８】
　これらのことから、国内通貨とともに外国通貨を円滑かつ効率的に取り扱うことが可能
な貨幣処理装置及び貨幣処理システムをいかにして実現するかが重要な課題となっている
。
【０００９】
　本発明は、上記従来技術の課題を解決するためになされたものであって、国内通貨とと
もに外国通貨を円滑かつ効率的に取り扱うことが可能な貨幣処理装置及び貨幣処理システ
ムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明は、外国通貨を含む貨幣を受け付ける受付部と、外
国通貨を国内通貨に換算する際に用いるレート情報を記憶する記憶部と、前記受付部によ
り受け付けた外国通貨を含む貨幣を収納する複数の貨幣収納部とを有することを特徴とす
る。
【００１１】
　また、本発明は、上記の発明において、前記レート情報は、店舗の手数料を含むことを
特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、上記の発明において、前記記憶部は、自装置を利用する店舗ごとに店
舗の手数料が設定された複数のレート情報を記憶することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上記の発明において、前記複数の貨幣収納部は、国内通貨を収納する
第１の貨幣収納部と、外国通貨を収納する第２の貨幣収納部とを含むことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、上記の発明において、前記記憶部に記憶されたレート情報に基づいて
、前記第２の貨幣収納部に収納された外国通貨の金額情報を国内通貨の金額情報に換算す
る換算部と、前記換算部により換算された国内通貨の金額情報を通知する金額情報通知部
とをさらに有することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、上記の発明において、前記金額情報通知部は、店舗が属する組織の本
部に配設された管理装置に対して、前記換算部により換算された国内通貨の金額情報を通
知することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、上記の発明において、警送会社の管理装置に対して、前記複数の貨幣
収納部に収納された外国通貨を含む貨幣の金種ごとの枚数を通知する貨幣情報通知部をさ
らに有することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明は、上記の発明において、前記複数の貨幣収納部に収納された貨幣の総額
に占める前記外国通貨の金額情報の割合を算定する算定部と、前記算定部により算定され
た割合を通知する割合通知部とをさらに有することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は、所定の投入部から投入された貨幣を着脱自在な貨幣カセットに収納す
る釣銭機と、前記釣銭機から取り外された貨幣カセットに装填された貨幣を機体内に収納
する貨幣処理装置とを有する貨幣処理システムであって、前記貨幣処理装置は、前記貨幣
カセットを装着するカセット装着部と、前記カセット装着部に装着された貨幣カセットに
装填された外国通貨を含む貨幣を該貨幣カセットから繰り出して収納する複数の貨幣収納
部とを有することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明は、上記の発明において、自装置を利用する各店舗の識別情報に対応付け
て、該店舗の手数料が設定された複数のレート情報をそれぞれ記憶する記憶部と、前記貨
幣カセットに付設されたＩＣタグ内のメモリに記憶された店舗の識別情報に基づいて、前
記記憶部に記憶された複数のレート情報から該当するレート情報を特定する特定部とをさ
らに備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、国内通貨とともに外国通貨を円滑かつ効率的に取り扱うことが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】図１は、実施例１に係る売上金入金機の特徴を説明するための説明図である。
【図２】図２は、実施例１に係る売上金入金機の外観構成を示す斜視図である。
【図３】図３は、図２に示した売上金入金機の内部構成を示す図である。
【図４】図４は、売上金入金機の機能ブロック図である。
【図５】図５は、図４に示したレートデータ、在高データ及び売上管理データの一例を示
す図である。
【図６】図６は、図１に示した売上金入金機による処理手順を示すフローチャートである
。
【図７】図７は、金種別枚数、売上額及び外国通貨割合の利用例の説明図である。
【図８】図８は、実施例２に係る貨幣入出金機の外観を示す斜視図である。
【図９】図９は、図８に示した貨幣入出金機における紙幣処理ユニットの内部構成を側方
から見たときの構成図である。
【図１０】図１０は、図８に示した貨幣入出金機における硬貨処理ユニットの内部構成を
上方から見たときの構成図である。
【図１１】図１１は、図８に示した貨幣入出金機における制御系の構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【図１２】図１２は、実施例２に係る釣銭機及びＰＯＳレジスタの外観を示す斜視図であ
る。
【図１３】図１３は、図１２に示す釣銭機における紙幣処理ユニットの内部構成を側方か
ら見たときの構成図である。
【図１４】図１４は、図１２に示す釣銭機における硬貨処理ユニットの内部構成を上方か
ら見たときの構成図である。
【図１５】図１５は、収納カセットの外観を示す斜視図である。
【図１６】図１６は、複数の店舗での貨幣入出金機の共用についての説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る貨幣処理装置及び貨幣処理システムの実施例
を説明する。なお、実施例１では、売上金の入金を受け付ける売上金入金機に本発明を適
用する場合について説明し、実施例２では売上金の入金と釣銭準備金の出金を行う貨幣入
出金機に本発明を適用する場合について説明する。
【実施例１】
【００２３】
＜実施例１に係る売上金入金機の特徴について＞
　まず、実施例１に係る売上金入金機５００の特徴について説明する。図１は、実施例１
に係る売上金入金機５００の特徴を説明するための説明図である。同図に示す売上金入金
機５００は、スーパーマーケット等の店舗のバックヤードに配設され、店舗のフロントに
設けられた各レジの釣銭機から取り出された売上金としての貨幣を収納する貨幣処理装置
である。
【００２４】
　売上金入金機５００は、国内通貨のみならず、外国通貨も受け付けが可能である。図１
では、売上金入金機５００が国内通貨の紙幣と外国通貨の紙幣を受け付けた状態を示して
いる。売上金入金機５００は、受け付けた貨幣を識別して計数し、所定の収納部に収納す
る。ここで、国内通貨と外国通貨とは分けて収納することが好適である。例えば、国内通
貨の紙幣を紙葉類カセット５５３に収納し、外国通貨の紙幣を紙葉類カセット５５４に収
納すればよい。
【００２５】
　紙葉類カセット５５３、５５４は、着脱可能に装着されており、警送会社の担当者が紙
葉類カセット５５３、５５４を売上金入金機５００から取り外して現金センタ４２０に運
搬することができる。
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【００２６】
　また、売上金入金機５００は、外国通貨を国内通貨に換算するレートをレートデータと
して保持している。このため、受け付けた外国通貨の金種と枚数から外国通貨分の売上額
を算定し、レートデータを用いて外国通貨分の売上額を国内通貨の金額に換算することが
できる。売上金入金機５００は、受け付けた国内通貨の金種と枚数から国内通貨分の売上
額を算定し、外国通貨分の売上額を国内通貨の金額に換算した金額を合計することで、外
国通貨分を含めた正確な売上額を算定することができる。
【００２７】
　売上金入金機５００は、外国通貨分を含めた売上額をデータセンタ４１０に送信する。
データセンタ４１０は、店舗の外部に設けられており、店舗の売上金入金機５００から送
信された売上額を売上の管理や口座入金等に用いる。
【００２８】
　また、売上金入金機５００は、国内通貨及び外国通貨の金種別枚数を現金センタ４２０
に送信する。現金センタ４２０は、店舗の外部、例えば警送会社に設けられている。現金
センタ４２０は、店舗の売上金入金機５００から送信された金種別枚数を、運搬された紙
葉類カセット５５３、５５４の内部の貨幣の確認等に用いる。
【００２９】
　このように、売上金入金機５００は、外国通貨を含む貨幣を受け付けて紙葉類カセット
５５３，５５４に収納可能である。また、外国通貨を国内通貨に換算する際に用いるレー
トデータを保持し、外国通貨分の売上額を国内通貨の金額に換算することができる。この
ため、国内通貨とともに外国通貨を円滑かつ効率的に取り扱うことが可能である。
【００３０】
＜売上金入金機の外観構成＞
　次に、本実施例１に係る売上金入金機５００の外観構成について説明する。図２は、本
実施例１に係る売上金入金機５００の外観構成を示す斜視図である。同図に示すように、
売上金入金機５００は、表示操作部５７３、ＩＣカードリーダ５７１、レシートプリンタ
５７２、硬貨投入部６１０、紙葉類投入部５１０、紙葉類リジェクト部５４１、紙葉類ス
タッカ５４２及び硬貨リジェクト部６４１を有する。
【００３１】
　表示操作部５７３は、売上金入金機５００の最上部に設けられ、各種処理に係る画面表
示を行うとともにレジ担当者や回収担当者などの操作者による操作入力を受け付けるタッ
チ式のディスプレイである。ＩＣカードリーダ５７１は、操作者用のカードなどのＩＣカ
ードに記憶されたデータを読み取るカードリーダである。レシートプリンタ５７２は、レ
シート等を印字する感熱式等の印字部である。
【００３２】
　硬貨投入部６１０は、レジ担当者が硬貨を投入する投入部であり、紙葉類投入部５１０
は、レジ担当者が紙幣を投入する投入部である。かかる硬貨投入部６１０及び紙葉類投入
部５１０には、レジ担当者が持参する売上金をなす硬貨及び紙幣がそれぞれ投入される。
この売上金をなす硬貨及び紙幣は、既に述べたように国内通貨と外国通貨の双方を含むこ
とができる。
【００３３】
　紙葉類リジェクト部５４１は、紙葉類投入部５１０に投入された紙葉類のうち、金種の
識別ができなかった紙幣や偽造券であると判定された紙幣が搬送される排出部である。紙
葉類スタッカ５４２は、予め設定された所定の条件に合致する紙幣が搬送されるスタッカ
である。硬貨リジェクト部６４１は、硬貨投入部６１０に投入された硬貨のうち、金種の
識別できなかった硬貨や偽造と判定された硬貨を排出する排出部である。
【００３４】
＜売上金入金機の売上金の入金時の動作＞
　次に、売上金入金機５００の売上金の入金時の動作について説明する。ここでは、レジ
担当者が、レジに配設された釣銭機等に所在する売上金を売上金入金機５００に入金する
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場合を示すこととするが、レジ担当者とは別の店員が売上金を売上金入金機５００に入金
する場合に適用することもできる。
【００３５】
　まず、レジ担当者が、売上金入金機５００のＩＣカードリーダ５７１に担当者カード（
ＩＣカード）を翳すと、ＩＣカードリーダ５７１は、この担当者カードに記憶されている
担当者の識別情報を読み取り、この識別情報に基づいてレジ番号を特定する。なお、レジ
担当者は、表示操作部５７３からレジ番号等を直接入力することもできる。
【００３６】
　その後、レジ担当者は、釣銭機等から回収した紙幣を紙葉類投入部５１０に投入すると
ともに、釣銭機等から回収した硬貨を硬貨投入部６１０に投入し、表示操作部５７３を用
いて貨幣入金の指示操作を行う。売上金入金機５００は、貨幣入金の指示操作を受け付け
ると、紙葉類投入部５１０に投入された紙幣を繰り出して、紙幣の種類（円、ドル、元、
ユーロなど）、真偽及び金種の識別を行い、真正券と判定された紙幣の金種別の枚数を計
数する。また、硬貨投入部６１０に投入された硬貨を繰り出して、硬貨の種類（円、ドル
、元、ユーロなど）、真偽及び金種の識別を行い、真正貨と判定された硬貨の金種別の枚
数を計数する。
【００３７】
　紙幣及び硬貨の計数処理が行われると、売上金入金機５００は、表示操作部５７３に計
数処理結果を表示し、表示した内容により入金処理を行う旨の操作（承認操作）を受け付
けると、計数された紙幣及び硬貨をそれぞれ紙葉類カセット及び硬貨カセットに収納する
。
【００３８】
　その後、入金データを図示しない入金履歴データに登録する。また、売上金入金機５０
０は、レジ担当者及び回収元のレジ番号を含む認証情報と、入金データとを含むレシート
（入金結果明細）を発行する。
【００３９】
　このように、売上金入金機５００は、担当者カードを受け付けて回収元のレジ番号を特
定し、貨幣を受け付けて、受け付けた貨幣を識別して計数し、レジ番号及び入金データを
入金履歴データに登録するとともに、これらの内容を含むレシートを発行する。
【００４０】
＜売上金入金機の内部構成及び動作＞
　次に、図２に示した売上金入金機５００の内部構成及び動作について説明する。図３は
、図２に示した売上金入金機５００の内部構成を示す図である。
【００４１】
　まず、紙葉類の入金処理に関する部分について説明する。紙葉類投入部５１０に投入さ
れた紙葉類は、紙葉類搬送部５３０により紙幣の金種の識別を行う紙葉類識別部５２０に
搬送される。紙葉類識別部５２０は、搬送された紙葉類の画像等を取得するイメージスキ
ャナを含む。紙葉類識別部５２０で識別された紙葉類は、紙葉類搬送部５３０により、紙
葉類リジェクト部５４１、紙葉類スタッカ５４２、紙葉類一時保留部５４３又は紙葉類一
時保留部５４４に搬送される。
【００４２】
　紙葉類リジェクト部５４１には、紙葉類識別部５２０で金種の識別ができなかった紙幣
が搬送される。紙葉類一時保留部５４３及び５４４には、紙葉類識別部５２０において金
種が識別された紙幣が搬送される。具体的には、国内通貨の紙幣が紙葉類一時保留部５４
３に搬送され、外国通貨の紙幣が紙葉類一時保留部５４４に搬送される。
【００４３】
　また、紙葉類一時保留部５４３及び５４４の下方向には、それぞれ紙葉類カセット５５
３及び５５４が配設される。紙葉類一時保留部５４３に一時保留された紙葉類は紙葉類カ
セット５５３に収納され、紙葉類一時保留部５４４に一時保留された紙葉類は紙葉類カセ
ット５５４に収納される。なお、紙葉類一時保留部５４３、５４４を含む保留ユニットを
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装置手前に引き出すと、紙葉類一時保留部５４３及び５４４に一時保留された紙葉類が取
り出し可能となる。
【００４４】
　次に、硬貨の入金処理に関する部分について説明する。硬貨投入部６１０に投入された
硬貨は、硬貨識別部６２０に受け渡される。硬貨識別部６２０は、硬貨投入部６１０から
繰り出された硬貨の金種の識別を行う。硬貨識別部６２０により識別処理の行われた硬貨
は、３個の振分機構を有する硬貨搬送部６３０により硬貨リジェクト部６４１、硬貨一時
保留部６４３、６４４のいずれかに搬送される。
【００４５】
　硬貨リジェクト部６４１には、硬貨識別部６２０で金種の識別ができなかった硬貨が搬
送される。硬貨一時保留部６４３、６４４には、硬貨識別部６２０で金種の識別ができた
硬貨が振り分けられる。具体的には、国内通貨の硬貨が硬貨一時保留部６４３に搬送され
、外国通貨の硬貨が硬貨一時保留部６４４に搬送される。
【００４６】
　また、硬貨一時保留部６４３、６４４の下方向には、返却の指示を受け付けて硬貨一時
保留部６４３、６４４に搬送された硬貨を返却するための硬貨返却箱６４５、６４６がそ
れぞれ配置され、計数済みの硬貨が硬貨一時保留部６４３、６４４に一時保留されている
状態で計数済み硬貨の返却指示操作を受け付けると、硬貨一時保留部６４３、６４４に一
時保留されている硬貨は硬貨返却箱６４５、６４６に移される。また、硬貨返却箱６４５
、６４６よりもさらに下方向には、収納の指示を受け付けて硬貨一時保留部６４３、６４
４に搬送された硬貨を収納するための硬貨カセット６５３、６５４が配設される。硬貨一
時保留部６４３に一時保留された硬貨は硬貨カセット６５３に収納され、硬貨一時保留部
６４４に一時保留された硬貨は硬貨カセット６５４に収納される。なお、硬貨返却箱６４
５、６４６を含む硬貨保留ユニットを装置手前に引き出すと、硬貨返却箱６４５、６４６
に搬送されている硬貨が取り出し可能となる。
【００４７】
　また、売上金入金機５００は、上部ユニット６０１、下部ユニット６０２からなる。売
上金入金機５００に収納された貨幣を回収する権限を有する回収担当者によって所定の操
作が行われると、電磁ロックが解除され、紙葉類カセット５５３、５５４及び硬貨カセッ
ト６５３、６５４を含む下部ユニット６０２が引き出し可能となる。下部ユニット６０２
を引き出すことで、紙葉類カセット５５３、５５４及び硬貨カセット６５３、６５４を取
り出すことができる。警送会社や店舗等の回収担当者は、下部ユニット６０２を引き出し
て、紙葉類カセット５５３、５５４及び硬貨カセット６５３、６５４を取り出して現金セ
ンタ等に持ち出すことになる。
【００４８】
＜売上金入金機の機能的な内部構成＞
　次に、図２に示した売上金入金機５００の機能的な内部構成を説明する。図４は、売上
金入金機５００の機能ブロック図である。売上金入金機５００には、オブション機器とし
て通帳プリンタ５８０等を接続することができる。通帳プリンタ５８０は、売上金入金機
５００に売上金を入金した履歴を通帳式の記録媒体に出力するための出力機器である。
【００４９】
　売上金入金機５００は、通信部５７０、ＩＣカードリーダ５７１、レシートプリンタ５
７２、表示操作部５７３、記憶部５９０、本体制御部５９１、紙葉類処理ユニット及び硬
貨処理ユニットを有する。紙葉類処理ユニットは、紙葉類にかかる処理を行うユニットで
あり、紙葉類制御部５９２、紙葉類投入部５１０、紙葉類識別部５２０、紙葉類搬送部５
３０、紙葉類リジェクト部５４１、紙葉類スタッカ５４２、紙葉類一時保留部５４３、５
４４、紙葉類カセット５５３、５５４を有する。硬貨処理ユニットは、硬貨にかかる処理
を行うユニットであり、硬貨制御部５９３、硬貨投入部６１０、硬貨識別部６２０、硬貨
搬送部６３０、硬貨リジェクト部６４１、硬貨一時保留部６４３、６４４、硬貨返却箱６
４５、６４６、硬貨カセット６５３、６５４を有する。ここでは、図３に示されていない
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部分を中心に説明する。
【００５０】
　通信部５７０は、通信線及び通信網を介して他の装置とデータ通信を行うためのインタ
フェース部である。記憶部５９０は、ハードディスク装置や不揮発性メモリ等の記憶デバ
イスであり、レートデータ５９０ａ、在高データ５９０ｂ及び売上管理データ５９０ｃを
記憶する。
【００５１】
　レートデータ５９０ａは、外国通貨を国内通貨に換算する際の換算レートを示す。この
換算レートは、取り扱う通貨ごとに設定され、為替レートに手数料を加えたものである。
在高データ５９０ｂは、国内通貨の金種別の在高と、外国通貨の金種別の在高を示すデー
タである。売上管理データ５９０ｃは、営業日ごとの売上額と売上額における外国通貨分
の割合を示すデータである。
【００５２】
　本体制御部５９１は、売上金入金機５００の全体を制御する制御部であり、操作者の認
証処理、各種入出力の制御、売上の集計、記憶部５９０が記憶するデータの管理などを行
う。
【００５３】
　具体的には、本体制御部５９１は、ＩＣカードリーダ５７１により担当者カードからレ
ジ担当者又は担当者の識別情報を読み取り、売上金の入金処理若しくは入金された貨幣を
取り出す回収処理の権限の有無を判定することで認証処理を行う。
【００５４】
　また、本体制御部５９１は、各種入出力の制御として、表示操作部５７３による表示出
力、表示操作部５７３による操作入力、通信部５７０による他の装置との通信の制御、通
帳プリンタ５８０による印字の制御、レシートプリンタ５７２によるレシートの印刷の制
御、紙葉類制御部５９２及び硬貨制御部５９３とのデータの送受信を行う。
【００５５】
　また、本体制御部５９１は、紙葉類処理ユニットによる紙葉類の計数結果と、硬貨処理
ユニットによる硬貨の計数結果とを用いて売上の集計を行う。売上の集計結果は、表示操
作部５７３に表示制御される。
【００５６】
　また、本体制御部５９１は、記憶部５９０が記憶するデータの管理として、例えば紙葉
類処理ユニットや硬貨処理ユニットにおいて入金や出金が行われた場合に、在高データ５
９０ｂを更新する。
【００５７】
　さらに、本体制御部５９１は、レート換算部５９１ａ、金額情報通知部５９１ｂ、貨幣
情報通知部５９１ｃ、外国通貨割合算定部５９１ｄ及び外国通貨割合通知部５９１ｅを有
する。実際には、これらの機能部に対応するプログラムを図示しないＲＯＭや不揮発性メ
モリに記憶しておき、これらのプログラムをＣＰＵ（Central Processing Unit）にロー
ドして実行することにより、それぞれに対応するプロセスを実行させることになる。
【００５８】
　レート換算部５９１ａは、外国通貨の入金を受け付けた場合に、レートデータ５９０ａ
を参照し、入金された外国通貨の金額を国内通貨の金額に換算する処理部である。
【００５９】
　金額情報通知部５９１ｂは、売上額など金額に係る情報を外部の装置に通知する処理部
である。金額情報通知部５９１ｂによる通知先は、データセンタ４１０や現金センタ４２
０など、任意に設定可能である。また、金額情報通知部５９１ｂが通知する売上額には、
レート換算部５９１ａにより国内通貨の金額に換算された外国通貨分の売上額を含めるこ
とができる。
【００６０】
　貨幣情報通知部５９１ｃは、金種別枚数（金種別の在高）など貨幣に係る情報を外部の
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装置に通知する処理部である。貨幣情報通知部５９１ｃによる通知先は、データセンタ４
１０や現金センタ４２０など、任意に設定可能である。また、貨幣情報通知部５９１ｃが
通知する金種別枚数には、国内通貨の各金種と外国通貨の各金種の枚数を区別して含める
ことができる。
【００６１】
　外国通貨割合算定部５９１ｄは、入金された貨幣の総額に占める外国通貨分の金額の割
合を算定する処理部である。外国通貨割合通知部５９１ｅは、外国通貨割合算定部５９１
ｄにより算定された外国通貨割合を外部の装置に通知する処理部である。外国通貨割合通
知部５９１ｅによる通知先は、データセンタ４１０や現金センタ４２０など、任意に設定
可能である。
【００６２】
　紙葉類制御部５９２は、紙葉類処理ユニットを制御し、紙葉類の収納を行う。具体的に
は、紙葉類制御部５９２は、紙葉類投入部５１０で受け付けた紙幣の金種の識別及び金種
別の枚数の計数を行って本体制御部５９１に通知する。そして、計数済の紙幣の入金指示
を本体制御部５９１から受信したならば、紙幣を紙葉類カセット５５３，５５４に収納す
る。
【００６３】
　硬貨制御部５９３は、硬貨処理ユニットを制御し、硬貨の収納を行う。具体的には、硬
貨制御部５９３は、硬貨投入部６１０で受け付けた硬貨の金種の識別及び金種別の枚数の
計数を行って本体制御部５９１に通知する。そして、計数済の硬貨の入金指示を本体制御
部５９１から受信したならば、硬貨を硬貨カセット６５３，６５４に収納する。
【００６４】
＜データの一例＞
　次に、図４に示したレートデータ５９０ａ、在高データ５９０ｂ及び売上管理データ５
９０ｃの一例について図５を用いて説明する。図５は、図４に示したレートデータ５９０
ａ、在高データ５９０ｂ及び売上管理データ５９０ｃの一例を示す図である。
【００６５】
　図５（ａ）に示すレートデータ５９０ａは、外国通貨の種別に換算レートを対応付けた
データである。また、換算レートの内訳として為替レートと手数料を対応付けている。具
体的には、外国通貨「ドル」に対し換算レート「１２５．２２」、為替レート「１２３．
２２」、手数料「２．００」を対応付けている。これは、１ドル１２５．２２円で換算を
行い、そのうちの１２３．２２円分が為替レート分であり、２．００円が手数料であるこ
とを示している。
【００６６】
　同様に、レートデータ５９０ａは、外国通貨「元」に対し換算レート「２０．１５」、
為替レート「１９．１５」、手数料「１．００」を対応付けている。また、レートデータ
５９０ａは、外国通貨「ユーロ」に対し換算レート「１４０．７６」、為替レート「１３
６．７６」、手数料「４．００」を対応付けている。
【００６７】
　図５（ｂ）に示す在高データ５９０ｂは、国内通貨の金種と枚数、外国通貨の金種と枚
数を対応付けたデータである。具体的には、国内通貨の金種「１００００円」を「２５０
」枚収納し、国内通貨の金種「５０００円」を「８２」枚収納した状態を示している。ま
た、外国通貨の金種「１００ドル」を「４３」枚収納し、外国通貨の金種「１００元」を
「９１」枚収納した状態を示している。
【００６８】
　図５（ｃ）に示す売上管理データ５９０ｃは、営業日ごとの売上額と売上額における外
国通貨分の割合を示すデータである。具体的には、日付「２０１６／０３／１５」の売上
額が「２，０００，０００」円であり、そのうちドルによる売上額が「１００，０００」
円分であり、元による売上額が「７０，０００」円分であり、ユーロによる売上額が「３
０，０００」円分であることを示している。このため、売上額における外国通貨割合は「
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１０％」となっている。
【００６９】
＜売上金入金機の処理手順＞
　次に、図１に示した売上金入金機５００による処理手順について説明する。図６は、図
１に示した売上金入金機５００による処理手順を示すフローチャートである。図６に示し
たフローチャートは、例えば、操作者が正当であると判定されたことを条件に開始する。
【００７０】
　図６に示すように、売上金入金機５００は、まず、貨幣の入金を受け付けたか否かを判
定する（ステップＳ１０１）。貨幣の入金を受け付けたならば（ステップＳ１０１；Ｙｅ
ｓ）、売上金入金機５００は、金種別の枚数を計数し（ステップＳ１０２）、在高データ
５９０ｂの金種別枚数を更新する（ステップＳ１０３）。
【００７１】
　ステップＳ１０３の後、売上金入金機５００は、入金された貨幣に外国通貨が含まれて
いるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。入金された貨幣に外国通貨が含まれている
ならば（ステップＳ１０４；Ｙｅｓ）、レート換算部５９１ａは、レートデータ５９０ａ
を参照し、入金された外国通貨の金額を国内通貨の金額に換算する（ステップＳ１０５）
。
【００７２】
　ステップＳ１０５の後、若しくは入金された貨幣に外国通貨が含まれていない場合（ス
テップＳ１０４；Ｎｏ）、売上金入金機５００は売上額を算出する（ステップＳ１０６）
。売上額の算出は、入金された国内通貨の額面を合計することで行う。このとき、ステッ
プＳ１０５により外国通貨分の換算が行われているならば、外国通貨分の換算結果をさら
に合計して売上額を算出する。売上金入金機５００は、算出した売上額を用いて売上管理
データ５９０ｃを更新する（ステップＳ１０７）。
【００７３】
　ステップＳ１０７の後、外国通貨割合算定部５９１ｄは、外国通貨割合の算定を行う（
ステップＳ１０８）。外国通貨割合算定部５９１ｄは、算定した外国通貨割合を用いて売
上管理データ５９０ｃを更新する（ステップＳ１０９）。
【００７４】
　ステップＳ１０９の後、若しくは貨幣の入金を受け付けていない場合（ステップＳ１０
１；Ｎｏ）、売上金入金機５００は、通知の指示を受け付けたか否かを判定する（ステッ
プＳ１１０）。通知の指示を受け付けていなければ（ステップＳ１１０：Ｎｏ）、売上金
入金機５００は、そのまま処理を終了する。
【００７５】
　通知の指示を受け付けた場合には（ステップＳ１１０；Ｙｅｓ）、貨幣情報通知部５９
１ｃが金種別枚数を外部の装置に通知し（ステップＳ１１１）、金額情報通知部５９１ｂ
が売上額を外部の装置に通知し（ステップＳ１１２）、外国通貨割合通知部５９１ｅが外
国通貨割合を外部の装置に通知して（ステップＳ１１３）、処理を終了する。金種別枚数
、売上額及び外国通貨割合の通知先は、既に説明したように任意に設定可能である。また
、金種別枚数、売上額及び外国通貨割合を全て通知する必要は無く、それぞれについて通
知の要否を指定してもよい。
【００７６】
　図６に示したフローチャートでは、操作者による通知の指示を受け付けて金種別枚数、
売上額及び外国通貨割合を通知する場合を示したが、この他、特定の時刻に通知を実行す
るなど、条件を設定して売上金入金機５００が自律的に通知を行うことも可能である。
【００７７】
＜金種別枚数、売上額及び外国通貨割合の利用例＞
　次に、金種別枚数、売上額及び外国通貨割合の利用例について説明する。図７は、金種
別枚数、売上額及び外国通貨割合の利用例の説明図である。図７では、店舗に設置された
売上金入金機５００は、データセンタ４１０に売上額を通知し、警送会社の現金センタ４
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２０に外国通貨割合及び金種別枚数を通知している。
【００７８】
　データセンタ４１０は、売上金入金機５００から通知された売上額を店舗本部に設置さ
れた管理装置４３０に通知する。店舗本部は、店舗が属する組織の本部であり、複数の店
舗の売上額を統合管理している。この店舗本部の管理装置４３０に外国通貨分を含めた売
上額を通知することより、店舗本部では売上の管理を円滑かつ効率的に行うこと可能とな
る。
【００７９】
　また、データセンタ４１０は、売上金入金機５００から通知された売上額に基づいて、
金融機関４４０への口座入金を行う。この口座入金についても外国通貨分を含めた売上額
に基づいて行われることになるため、円滑かつ効率的な処理が可能となる。
【００８０】
　警送会社では、紙葉類カセット５５３、５５４が運搬された場合に、紙葉類カセット５
５３、５５４から貨幣を取り出して計数し、事前に通知された金種別枚数と一致するか否
かを判定する。また、図示を省略したが、警送会社では、硬貨カセット６５３、６５４が
運搬された場合に、硬貨カセット６５３、６５４から貨幣を取り出して計数し、事前に通
知された金種別枚数と一致するか否かを判定する。
【００８１】
　また、警送会社では、現金センタ４２０に通知された外国通貨割合を、貨幣の取扱いに
関する料金の設定や変更などに使用することができる。例えば、外国通貨の割合が高けれ
ば、警送会社の外貨取扱手数料を上げるよう見直しを行うのである。また、外国通貨割合
に応じた従量制の料金を設定することも可能となる。
【００８２】
　図７では、外国通貨割合を現金センタ４２０に通知する場合を示したが、外国通貨割合
をデータセンタ４１０に通知してもよい。データセンタ４１０が外国通貨割合を店舗本部
の管理装置４３０に通知すれば、店舗本部では外国通貨がどの程度利用されているかをさ
らに含めて売上の管理を行うことができる。また、換算レートの手数料を外国通貨割合に
応じて設定、変更することも可能となる。
【００８３】
　上述してきたように、本実施例１に係る売上金入金機５００は、外国通貨を含む貨幣を
受け付ける受付部として機能する紙葉類投入部５１０及び硬貨投入部６１０と、外国通貨
を国内通貨に換算する際に用いるレートデータ５９０ａを記憶する記憶部５９０と、受け
付けた外国通貨を含む貨幣を収納する貨幣収納部である紙葉類カセット５５３、５５４及
び硬貨カセット６５３、６５４を有するよう構成したので、国内通貨とともに外国通貨を
円滑かつ効率的に取り扱うことができる。
【実施例２】
【００８４】
　実施例２では売上金の入金と釣銭準備金の出金を行う貨幣入出金機に本発明を適用する
場合について説明する。本実施例２に係る貨幣入出金機１００は、スーパーマーケット等
の店舗のバックヤードに配設され、店舗のフロントに設けられた各レジの釣銭機から取り
出された売上金としての貨幣を収納するとともに、釣銭機に収納するための釣銭準備金の
出金を行う貨幣処理装置である。
【００８５】
　貨幣入出金機１００は、実施例１に示した売上金入金機５００と同様に、外国通貨を含
む貨幣を受け付けて、国内通貨と外国通貨とを分離して収納することが可能である。また
、貨幣入出金機１００は、レートデータを保持し、外国通貨分の売上額を国内通貨の金額
に換算することができる。
【００８６】
＜貨幣入出金機１００の構成＞
　次に、貨幣入出金機１００の構成の詳細について図８～図１１を用いて説明する。図８
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等に示すように、この貨幣入出金機１００は、略直方体形状の筐体１０１を備えており、
この筐体１０１の内部には、紙幣の入金処理及び出金処理を行う紙幣処理ユニット１１０
、硬貨の入金処理及び出金処理を行う硬貨処理ユニット１５０、及び包装硬貨（同一金種
の硬貨を一定枚数（例えば、２０枚や５０枚）だけ棒状にまとめてフィルムや包装紙等に
より包装したもの）を収納する包装硬貨収納ユニット１８０がそれぞれ収容されている。
図８に示すように、紙幣処理ユニット１１０及び硬貨処理ユニット１５０は、貨幣入出金
機１００を手前側から見て左右に並ぶよう配置されており、これらの紙幣処理ユニット１
１０及び硬貨処理ユニット１５０の下方に包装硬貨収納ユニット１８０が配置されている
。
【００８７】
＜紙幣処理ユニット１１０の構成＞
　図８及び図９に示すように、紙幣処理ユニット１１０は、筐体１０１の前面側の右側領
域に設けられた紙幣受入部１２０と、筐体１０１の前面側において紙幣受入部１２０の下
方に設けられた紙幣払出部１２２と、筐体１０１の内部で紙幣を１枚ずつ搬送する搬送部
１３０と、筐体１０１の内部で紙幣を収納するとともに収納されている紙幣を繰出可能な
複数の紙幣収納部１３４、１３６とを備えている。なお、図９において、筐体１０１の右
側の側面が紙幣処理ユニット１１０の手前側の面となっており、図９における左向きの方
向が紙幣処理ユニット１１０の奥行き方向となっている。
【００８８】
　図９に示すように、搬送部１３０は、筐体１０１の上部における中央位置に配置された
周回搬送部１３０ａ及び複数の接続搬送部１３０ｂから構成されている。また、紙幣受入
部１２０、紙幣払出部１２２、出金リジェクト部１２４、後述する収納カセット３００を
着脱自在に装着可能なカセット装着部１２６、２つの回収カセット１４０、１４１及び２
つの紙幣収納部１３４、１３６が、それぞれ、周回搬送部１３０ａを取り囲むよう配置さ
れている。
【００８９】
　また、図９に示すように、複数の接続搬送部１３０ｂの各々により、紙幣受入部１２０
、紙幣払出部１２２、出金リジェクト部１２４、カセット装着部１２６、２つの回収カセ
ット１４０、１４１及び２つの紙幣収納部１３４、１３６の各々と、周回搬送部１３０ａ
との間がそれぞれ接続されている。また、周回搬送部１３０ａには識別部１３２が設けら
れており、この識別部１３２は、周回搬送部１３０ａにより搬送される紙幣の種類（円、
ドル、元、ユーロなど）、金種、真偽、正損、表裏、搬送状態等の識別を行う。
【００９０】
　周回搬送部１３０ａは、図９における時計回りの方向及び反時計回りの方向の両方向に
紙幣を１枚ずつ搬送することができる。また、搬送部１３０において、周回搬送部１３０
ａと各接続搬送部１３０ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換える経路切換部（図示せず）
が、周回搬送部１３０ａに沿って配置されている。
【００９１】
　図８及び図９に示すように、筐体１０１の前面には、紙幣受入部１２０の紙幣受入口１
２０ａと、紙幣払出部１２２の紙幣取出口１２２ａとがそれぞれ設けられている。また、
カセット装着部１２６の前面側には扉１２６ａが設けられており、この扉１２６ａを開く
ことにより収納カセット３００のカセット装着部１２６への装着、カセット装着部１２６
から収納カセット３００を取り出しが可能となる。
【００９２】
　操作者が、この扉１２６ａを開いてカセット装着部１２６に収納カセット３００を装着
した状態で、ＩＣタグをＩＣタグリーダ（図示せず）に翳すと、操作者が正当であること
を条件として、収納カセット３００に装填された売上金としての紙幣が各紙幣収納部１３
４、１３６に収納処理される。
【００９３】
　また、図１１に示すように、カセット装着部１２６には、当該カセット装着部１２６に
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装着された収納カセット３００に付設されたカセット用ＩＣタグ３０４に様々な情報を読
み書きするカセット用ＩＣタグリーダライタ１２８が設けられる。
【００９４】
　紙幣受入部１２０には紙幣繰出機構１２１が設けられており、紙幣受入口１２０ａに１
枚あるいは複数枚の紙幣が投入されたことが検知されると、紙幣繰出機構１２１が駆動さ
れることにより、紙幣が接続搬送部１３０ｂを介して周回搬送部１３０ａ側へ１枚ずつ繰
り出される。
【００９５】
　紙幣払出部１２２は、各紙幣収納部１３４、１３６から周回搬送部１３０ａに繰り出さ
れた紙幣を紙幣取出口１２２ａにより筐体１０１の外部へ放出する。
【００９６】
　出金リジェクト部１２４は、出金処理時において各紙幣収納部１３４、１３６から繰り
出された紙幣のうち、重送や斜行等の搬送異常により識別部１３２で識別することができ
ない紙幣を出金リジェクト紙幣として収納する。また、紙幣受入部１２０から筐体１０１
の内部に取り込まれた紙幣のうち、入金処理時において汚損等により識別部１３２で識別
することができない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払出部１２２に返却される。
【００９７】
　各紙幣収納部１３４、１３６は、識別部１３２の識別結果に基づいて紙幣を金種別に収
納する。これらの紙幣収納部１３４、１３６には、釣銭機２００への釣銭補充金の紙幣と
して貨幣入出金機１００から出金されるべき紙幣が収納される。例えば、紙幣収納部１３
４には千円札が収納され、紙幣収納部１３６には五千円札が収納される。なお、一万円札
は回収カセット１４０に収納され、外国通貨の紙幣は回収カセット１４１に収納される。
また、各紙幣収納部１３４、１３６には、それぞれ紙幣繰出機構１３５、１３７が設けら
れており、これらの紙幣収納部１３４、１３６に収納されている紙幣は、各紙幣繰出機構
１３５、１３７により接続搬送部１３０ｂを介して周回搬送部１３０ａ側へ１枚ずつ繰り
出される。
【００９８】
　筐体１０１の内部における下部領域には回収カセット１４０、１４１が収容されており
、警送会社により回収されるべき紙幣が回収カセット１４０、１４１に収納される。具体
的には、識別部１３２により識別された紙幣が周回搬送部１３０ａから接続搬送部１３０
ｂを経て回収カセット１４０、１４１に送られる。また、回収カセット１４０、１４１の
前面側には扉１４０ａが設けられており、この扉１４０ａを開くことにより回収カセット
１４０、１４１を筐体１０１の内部に収容させたり筐体１０１の内部から回収カセット１
４０、１４１を取り出すことができる。
【００９９】
＜硬貨処理ユニット１５０の構成＞
　次に、硬貨処理ユニット１５０の構成について説明する。図８及び図１０に示すように
、硬貨処理ユニット１５０は、筐体１０１の前面側の左側領域に設けられた硬貨受入部１
５２と、筐体１０１の前面側において硬貨受入部１５２の下方に設けられた硬貨払出部１
６６と、筐体１０１の内部で硬貨を収納するとともに収納されている硬貨を繰出可能な複
数の収納繰出部１６０とを有する。
【０１００】
　硬貨受入部１５２は、硬貨投入口を介して受け入れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ筐
体１０１内に取り込む。具体的には、硬貨受入部１５２には繰出ベルト等からなる硬貨繰
出機構１５３が設けられており、硬貨受入部１５２に受け入れられた硬貨を検知すると、
この硬貨繰出機構１５３が駆動されることにより、当該硬貨繰出機構１５３によって硬貨
が筐体１０１の内部に１枚ずつ繰り出される。また、図１０に示すように、硬貨受入部１
５２には、当該硬貨受入部１５２により筐体１０１の内部に繰り出された硬貨を搬送する
入金搬送部１５４が接続されている。
【０１０１】
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　図１０に示すように、入金搬送部１５４の途中には、硬貨の種類（円、ドル、元、ユー
ロなど）、金種、真偽、正損、表裏、搬送状態等の識別を行う識別部１５６と、第１分岐
部１５８とがそれぞれ設けられている。第１分岐部１５８は、識別部１５６による硬貨の
識別結果に基づいて、硬貨払出部１６６から払い出されるべき硬貨（リジェクト硬貨等）
を入金搬送部１５４から分岐させて出金搬送部１６２へ案内する。
【０１０２】
　一方、筐体１０１内に収納されるべき硬貨（正常硬貨等）は、入金搬送部１５４により
各収納繰出部１６０へ搬送される。収納繰出部１６０は、硬貨を金種別に収納するととも
に、収納されている硬貨を繰出可能となるよう構成されている。例えば、日本国で流通し
ている硬貨の６つの金種（５００円硬貨、１００円硬貨、５０円硬貨、１０円硬貨、５円
硬貨及び１円硬貨）に対応して６つの収納繰出部１６０が設けられており、入金搬送部１
５４の上流側（すなわち、図１０における下側）から低額順に各収納繰出部１６０に硬貨
が金種毎に収納される。また、収納繰出部１６０には、当該収納繰出部１６０に収納され
た硬貨を１枚ずつ出金搬送部１６２に繰り出す硬貨繰出機構１５３が設けられる。
【０１０３】
　出金搬送部１６２は、収納繰出部１６０から繰り出された硬貨を硬貨払出部１６６へ搬
送する。また、出金搬送部１６２は、第１分岐部１５８により入金搬送部１５４から分岐
させられたリジェクト硬貨等を硬貨払出部１６６へ搬送する。
【０１０４】
　筐体１０１の内部における下部領域には回収カセット１７０が収容されており、警送会
社により回収されるべき硬貨が回収カセット１７０に収納される。具体的には、図１０に
示すように、出金搬送部１６２の途中箇所には第２分岐部１６４が設けられており、当該
第２分岐部１６４により出金搬送部１６２から分岐させられた硬貨が回収カセット１７０
に送られて、この回収カセット１７０に収納される。また、回収カセット１７０の前面側
には扉１７０ａが設けられており、この扉１７０ａを開くことにより回収カセット１７０
を筐体１０１の内部に収容させたり、筐体１０１の内部から回収カセット１７０を取り出
すことができる。
【０１０５】
　外国通貨の硬貨については、識別後に回収カセット１７０に収納することが好適である
。この場合には、外国通貨の硬貨は入金のみが可能で、出金は行わない構成となる。外国
通貨の硬貨を出金可能とする場合には、複数の収納繰出部１６０の一部に外国通貨の金種
を割り当てる。
【０１０６】
＜貨幣入出金機１００の制御系の構成＞
　次に、貨幣入出金機１００の制御系の構成について説明する。図１１は、貨幣入出金機
１００の制御系の構成を示すブロック図である。図１１に示すように、貨幣入出金機１０
０の筐体１０１の内部には制御部１０２が設けられており、当該制御部１０２により紙幣
処理ユニット１１０、硬貨処理ユニット１５０及び包装硬貨収納ユニット１８０の各々の
構成部位が制御される。
【０１０７】
　具体的には、制御部１０２には、紙幣処理ユニット１１０の紙幣繰出機構１２１、搬送
部１３０、識別部１３２、紙幣繰出機構１３５、１３７、カセット装着部１２６、カセッ
ト用ＩＣタグリーダライタ１２８等が接続されており、識別部１３２による紙幣の識別情
報や、収納カセット３００に設けられたカセット用ＩＣタグ３０４から読み取られた情報
が制御部１０２に送られるとともに、制御部１０２は紙幣処理ユニット１１０の各構成部
位に指令信号を送ることにより、これらの構成部位の制御を行う。
【０１０８】
　また、制御部１０２には、硬貨処理ユニット１５０の硬貨繰出機構１５３、入金搬送部
１５４、識別部１５６、第１分岐部１５８、各収納繰出部１６０、出金搬送部１６２及び
第２分岐部１６４等が接続されており、識別部１５６による硬貨の識別情報が制御部１０
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２に送られるとともに、制御部１０２は硬貨処理ユニット１５０の各構成部位に指令信号
を送ることにより、これらの構成部位の制御を行う。
【０１０９】
　また、制御部１０２には、包装硬貨収納ユニット１８０のロック機構１８４及び重量計
１８６等が接続されており、重量計１８６による包装硬貨の測定結果が制御部１０２に送
られるとともに、制御部１０２はロック機構１８４に指令信号を送ることにより、当該ロ
ック機構１８４の制御を行う。
【０１１０】
　また、制御部１０２は、カセット装着部１２６に収納カセット３００が装着され、その
後にＩＣタグリーダにてＩＣタグのメモリに記憶された識別情報が読み出され、この識別
情報により操作者が正当であると判定されたならば、収納カセット３００内の売上金とな
る貨幣を各紙幣収納部１３４、１３６に収納させるよう制御する。この際、その旨を表示
操作部１０４に表示制御する。
【０１１１】
　なお、操作者が正当であるか否かを判定する際には、ＩＣタグ内のメモリに操作者を一
意に識別する識別情報を記憶するとともに、記憶部１０６に正当な各操作者の識別情報を
記憶しておき、ＩＣタグから識別情報を読み取った際に、両者を比較して売上金の入金を
許容するか否かを判定する。また、ＩＣタグ内のメモリに操作者が担当するレジＩＤを記
憶させ、読み取った情報に基づいてレジＩＤを特定することもできる。
【０１１２】
　さらに、釣銭機２００においてＩＣタグ内のメモリに「（貨幣入出金機１００への）入
金」を示す情報を記憶させ、貨幣入出金機１００が、ＩＣタグ内のメモリ読み取った情報
に基づいて「（売上金の）入金」であることを特定させることもできる。かかる情報を用
いることで、操作者によるボタン操作を省略させつつ、売上金の入金を行うことができる
。
【０１１３】
　また、図１１に示すように、制御部１０２には、表示操作部１０４、通信部１０５、記
憶部１０６がそれぞれ接続されている。
【０１１４】
　表示操作部１０４は、筐体１０１の上部に設けられたタッチパネル等からなり、操作者
が操作するための操作画面や、紙幣処理ユニット１１０、硬貨処理ユニット１５０及び包
装硬貨収納ユニット１８０の各々に収納されている貨幣の在高に係る情報が表示操作部１
０４に表示される。また、この表示操作部１０４において操作者は操作画面における操作
ボタンに指を触れることによって、制御部１０２に様々な指令を入力することができる。
通信部１０５は、ターミナルやユーザーサーバに対してＬＡＮを介して様々な信号の送受
信を行う。
【０１１５】
　記憶部１０６は、ハードディスク装置や不揮発性メモリ等の記憶デバイスからなり、紙
幣処理ユニット１１０、硬貨処理ユニット１５０及び包装硬貨収納ユニット１８０の各々
に収納されている貨幣の在高に係る情報や、貨幣入出金機１００における貨幣の処理履歴
等の様々な情報が記憶される。なお、この記憶部１０６には、正当なレジ担当者に付与し
たＩＣタグの識別情報も記憶される。
【０１１６】
　図１１では、記憶部１０６が記憶するデータとして、レートデータ１０６ａ、在高デー
タ１０６ｂ及び売上管理データ１０６ｃを示している。これらのデータは、実施例１に示
したレートデータ５９０ａ、在高データ５９０ｂ及び売上管理データ５９０ｃと同様のデ
ータである。
【０１１７】
　制御部１０２は、本実施例における特徴的な処理部として、レート換算部１０２ａ、金
額情報通知部１０２ｂ、貨幣情報通知部１０２ｃ、外国通貨割合算定部１０２ｄ及び外国
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通貨割合通知部１０２ｅを有する。これらの処理部は、実施例１に示したレート換算部５
９１ａ、金額情報通知部５９１ｂ、貨幣情報通知部５９１ｃ、外国通貨割合算定部５９１
ｄ及び外国通貨割合通知部５９１ｅと同様の処理を行う。
【０１１８】
＜釣銭機とＰＯＳレジスタ＞
　貨幣入出金機１００は、店舗のフロントに設けられた各レジの釣銭機２００から取り出
された売上金としての貨幣を収納する。この釣銭機２００には、ＰＯＳ端末であるＰＯＳ
レジスタ２９０が通信可能に接続されている。
【０１１９】
　本実施例に係るＰＯＳレジスタ２９０及び釣銭機２００は、外国通貨を処理可能であり
、釣銭機２００は、外国通貨と国内通貨の貨幣を収納カセット３００に収納する。この収
納カセット３００は、操作者によって取り外され、取り外された収納カセット３００が貨
幣入出金機１００に装着されることになる。釣銭機２００、ＰＯＳレジスタ２９０及び収
納カセット３００の構成について図１２～図１５を用いて説明する。
【０１２０】
＜釣銭機２００の構成＞
　図１２等に示すように、釣銭機２００の前面上部には、ＩＣタグリーダ２０１と、表示
操作部２０４とが設けられている。ＩＣタグリーダ２０１は、操作者が所持するＩＣタグ
が翳された場合に、このＩＣタグのメモリに記憶された情報を読み取る装置であり、表示
操作部２０４は、初期画面等の各種画面を表示するとともに、入力操作を受け付ける入出
力デバイスである。
【０１２１】
　釣銭機２００は、硬貨処理ユニット２５０と、紙幣処理ユニット２１０と、包装硬貨収
納ユニット２８０とを有する。硬貨処理ユニット２５０及び包装硬貨収納ユニット２８０
は、上下に並ぶよう配置される。また、紙幣処理ユニット２１０は、硬貨処理ユニット２
５０や包装硬貨収納ユニット２８０の隣に並ぶよう配置される。紙幣処理ユニット２１０
及び硬貨処理ユニット２５０の上方には、ＰＯＳレジスタ２９０が載置される。
【０１２２】
　紙幣処理ユニット２１０は、紙幣の入出金処理を行い、硬貨処理ユニット２５０は、硬
貨の入出金処理を行う。また、包装硬貨収納ユニット２８０は、各金種の包装硬貨を取り
出し可能に収納する。ＰＯＳレジスタ２９０は、釣銭機２００の管理を行う管理装置とし
て用いられる。
【０１２３】
＜紙幣処理ユニット２１０の構成＞
　図１２及び図１３に示すように、紙幣処理ユニット２１０は、略直方体形状の筐体２１
２と、この筐体２１２の前面側に設けられた紙幣受入部２２０と、筐体２１２の前面側に
おいて紙幣受入部２２０の下方に設けられた紙幣払出部２２２と、筐体２１２の内部で紙
幣を１枚ずつ搬送する搬送部２３０と、筐体２１２の内部で紙幣を収納するとともに収納
された紙幣を繰出可能な複数の紙幣収納部２３４、２３６、２３８とを有する。なお、図
１３において、筐体２１２の右側の側面が紙幣処理ユニット２１０の手前側の面となって
おり、図１３における左向きの方向が紙幣処理ユニット２１０の奥行き方向となっている
。
【０１２４】
　図１３に示すように、搬送部２３０は、筐体２１２の中央位置に配置された周回搬送部
２３０ａ及び複数の接続搬送部２３０ｂから構成される。また、紙幣受入部２２０、紙幣
払出部２２２、出金リジェクト部２２４、収納カセット３００を着脱自在に装着可能なカ
セット装着部２２６及び３つの紙幣収納部２３４、２３６、２３８が、それぞれ周回搬送
部２３０ａを取り囲むよう配置される。
【０１２５】
　また、図１３に示すように、複数の接続搬送部２３０ｂの各々により、紙幣受入部２２
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０、紙幣払出部２２２、出金リジェクト部２２４、カセット装着部２２６及び３つの紙幣
収納部２３４、２３６、２３８の各々と、周回搬送部２３０ａとの間が接続される。また
、周回搬送部２３０ａには識別部２３２が設けられており、この識別部２３２は、周回搬
送部２３０ａにより搬送される紙幣の種類（円、ドル、元、ユーロなど）、金種、真偽、
正損、表裏、搬送状態等の識別を行う。
【０１２６】
　周回搬送部２３０ａは、図１３における時計回りの方向及び反時計回りの方向の両方向
に紙幣を１枚ずつ搬送する。また、搬送部２３０において、周回搬送部２３０ａと各接続
搬送部２３０ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換える経路切換部（図示せず）が、周回搬
送部２３０ａに沿って配置される。
【０１２７】
　図１２及び図１３に示すように、筐体２１２の前面には、紙幣受入部２２０の紙幣受入
口２２０ａと、紙幣払出部２２２の紙幣取出口２２２ａとがそれぞれ設けられる。また、
カセット装着部２２６の前面から収納カセット３００を装着することができる。収納カセ
ット３００を装着すると、電磁ロックにより固定される。また、収納カセット３００の取
り出し操作が行われると、電磁ロックが解除され、ポップアップ形式で装置前面に少しだ
け飛び出す。操作者は、飛び出たカセットを掴んで抜取ることにより、カセット装着部２
２６からの収納カセット３００の取り出しが可能となる。
【０１２８】
　操作者が、この扉２２６ａを開いてカセット装着部２２６に収納カセット３００を装着
した状態で、ＩＣタグをＩＣタグリーダ２０１に翳すと、操作者が正当な権限を有するこ
とを条件として、収納カセット３００に装填された釣銭準備金としての紙幣を各紙幣収納
部２３４、２３６、２３８に収納する処理が開始される。
【０１２９】
　また、カセット装着部２２６には、当該カセット装着部２２６に装着された収納カセッ
ト３００に設けられているカセット用ＩＣタグ３０４に記憶される情報の読み書きを行う
カセット用ＩＣタグリーダライタが設けられる。
【０１３０】
　紙幣受入部２２０には紙幣繰出機構２２１が設けられており、紙幣受入口２２０ａに対
する紙幣の投入が検知されると、紙幣繰出機構２２１が駆動され、紙幣が接続搬送部２３
０ｂを介して周回搬送部２３０ａ側へ１枚ずつ繰り出される。
【０１３１】
　紙幣払出部２２２は、各紙幣収納部２３４、２３６、２３８から周回搬送部２３０ａに
繰り出された紙幣を紙幣取出口２２２ａにより筐体２１２の外部へ放出する。
【０１３２】
　出金リジェクト部２２４は、出金処理時において各紙幣収納部２３４、２３６、２３８
から繰り出された紙幣のうち、重送や斜行等の搬送異常により識別部２３２で識別できな
い紙幣を出金リジェクト紙幣として収納する。また、紙幣受入部２２０から筐体２１２の
内部に取り込まれた紙幣のうち、入金処理時において汚損等により識別部２３２で識別で
きない紙幣は、入金リジェクト紙幣として紙幣払出部２２２に返却される。
【０１３３】
　各紙幣収納部２３４、２３６、２３８は、識別部２３２の識別結果に基づいて紙幣を金
種別に収納する。これらの紙幣収納部２３４、２３６、２３８には、紙幣処理ユニット２
１０に入金された売上金としての紙幣や釣銭として出金されるべき紙幣が収納される。例
えば、紙幣収納部２３４には千円札が収納され、紙幣収納部２３６には五千円札が収納さ
れ、紙幣収納部２３８には一万円札が収納される。また、各紙幣収納部２３４、２３６、
２３８にはそれぞれ紙幣繰出機構２３５、２３７、２３９が設けられており、これらの紙
幣収納部２３４、２３６、２３８に収納されている紙幣は、各紙幣繰出機構２３５、２３
７、２３９により接続搬送部２３０ｂを介して周回搬送部２３０ａ側へ１枚ずつ繰り出さ
れる。
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【０１３４】
　各紙幣収納部２３４、２３６、２３８のいずれかを外国通貨に割り当ててもよい。この
場合には、識別部２３２により外国通貨であると識別された紙幣は、外国通貨に割り当て
られた紙幣収納部に収納される。若しくは、外国通貨であると識別された紙幣は、収納カ
セット３００に収納することとしてもよい。
【０１３５】
＜収納カセット３００＞
　収納カセット３００は、売上金を回収する場合に各紙幣収納部２３４、２３６、２３８
の紙幣を収納する。つまり、操作者による回収指示により、紙幣処理ユニット２１０内の
売上金が集約される。また、各紙幣収納部２３４、２３６、２３８に収納できなかったあ
ふれ紙幣を収納したり、自動精査時の保留場所としての役割も果たす。なお、収納カセッ
ト３００の詳細な説明は後述する。
【０１３６】
＜硬貨処理ユニット２５０の構成＞
　次に、硬貨処理ユニット２５０の構成について説明する。図１２及び図１４に示すよう
に、硬貨処理ユニット２５０は、略直方体形状の筐体２５１と、筐体２５１の前面側に設
けられた硬貨受入部２５２と、筐体２５１の前面側において硬貨受入部２５２の下方に設
けられた硬貨払出部２６６と、筐体２５１の内部で硬貨を収納するとともに、収納された
硬貨を繰出可能な複数の収納繰出部２６０とを有する。
【０１３７】
　硬貨受入部２５２は、硬貨投入口を介して受け入れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ筐
体２５１内に取り込む。具体的には、硬貨受入部２５２には繰出ベルト等からなる硬貨繰
出機構２５３が設けられており、硬貨受入部２５２に受け入れられた硬貨を検知すると、
この硬貨繰出機構２５３が駆動され、当該硬貨繰出機構２５３によって硬貨が筐体２５１
の内部に１枚ずつ繰り出される。また、図１４に示すように、硬貨受入部２５２には、当
該硬貨受入部２５２により筐体２５１の内部に繰り出された硬貨を搬送する入金搬送部２
５４が接続されている。
【０１３８】
　図１４に示すように、入金搬送部２５４の途中には、硬貨の金種、真偽、正損、表裏、
搬送状態等の識別を行う識別部２５６と、分岐部２５８とが設けられている。分岐部２５
８は、識別部２５６による硬貨の識別結果に基づいて、硬貨払出部２６６から払い出され
るべきリジェクト硬貨等を入金搬送部２５４から分岐させて出金搬送部２６２へ案内する
。
【０１３９】
　一方、筐体２５１内に収納されるべき正常硬貨等は、入金搬送部２５４により各収納繰
出部２６０へ搬送される。収納繰出部２６０は、硬貨を金種別に収納するとともに、収納
された硬貨を繰出可能となるよう構成される。例えば、日本国で流通している硬貨の６つ
の金種（５００円硬貨、１００円硬貨、５０円硬貨、１０円硬貨、５円硬貨及び１円硬貨
）に対応して６つの収納繰出部２６０が設けられており、入金搬送部２５４の上流側（す
なわち、図１４における下側）から低額順に各収納繰出部２６０に硬貨が金種毎に収納さ
れる。また、収納繰出部２６０には、当該収納繰出部２６０に収納された硬貨を１枚ずつ
出金搬送部２６２に繰り出す硬貨繰出機構（図示せず）が設けられる。
【０１４０】
　出金搬送部２６２は、収納繰出部２６０から繰り出された硬貨を硬貨払出部２６６へ搬
送する。また、出金搬送部２６２は、分岐部２５８により入金搬送部２５４から分岐され
たリジェクト硬貨等を硬貨払出部２６６へ搬送する。
【０１４１】
　また、入金搬送部２５４の途中には、あふれ硬貨分岐部が設けられている。あふれ硬貨
分岐部は、識別部２５６による硬貨の識別結果が正常硬貨であった場合でも、対応する収
納繰出部２６０がフルの状態である場合に硬貨を硬貨補助収納部２６４に搬送する。この



(20) JP 2017-173898 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

ように、硬貨補助収納部２６４は、あふれ硬貨を収納する用途に使用することも可能であ
るが、設定によっては収納繰出部２６０がフル状態の場合に運用を停止し、硬貨補助収納
部２６４にあふれ硬貨を入れないようにすることもできる。また、この硬貨補助収納部２
６４は、自動精査処理でも使用される。
【０１４２】
　外国通貨の硬貨については、識別後に硬貨補助収納部２６４に収納することが好適であ
る。この場合には、外国通貨の硬貨は入金のみが可能で、出金は行わない構成となる。外
国通貨の硬貨を出金可能とする場合には、複数の収納繰出部２６０の一部に外国通貨の金
種を割り当てる。
【０１４３】
＜ＰＯＳレジスタ２９０の構成＞
　次に、ＰＯＳレジスタ２９０の構成について具体的に説明する。図１２に示すＰＯＳレ
ジスタ２９０は、図示しないＰＯＳ制御部と、ＰＯＳ制御部にそれぞれ接続されたモニタ
等の表示部２９３及び操作キー等の操作部２９４とを有する。
【０１４４】
　操作部２９４は、操作者による操作が可能となっており、ＰＯＳ制御部に対して様々な
指令を与えることができる。また、表示部２９３は、紙幣処理ユニット２１０や硬貨処理
ユニット２５０における紙幣や硬貨の処理状況や、紙幣処理ユニット２１０や硬貨処理ユ
ニット２５０に収納された紙幣や硬貨の在高等の情報を表示する。また、ＰＯＳレジスタ
２９０には、顧客が視認可能な追加の表示部２９３ａが設けられており、様々な情報を表
示部２９３に表示させる代わりに、あるいは表示部２９３における表示に加えて、追加の
表示部２９３ａにおいて表示が行われるように構成することもできる。
【０１４５】
　また、ＰＯＳレジスタ２９０には、印字部が設けられる。印字部は、例えばプリンタか
ら構成され、売上レシートや集計レシートに加えて、紙幣処理ユニット２１０や硬貨処理
ユニット２５０に収納されている紙幣や硬貨の在高等の情報をレシートに印字する。
【０１４６】
＜収納カセット３００の構成＞
　次に、貨幣入出金機１００と釣銭機２００との間で紙幣の受け渡しを行うための収納カ
セット３００の構成について図１５を用いて説明する。図１５に示すように、収納カセッ
ト３００は、略直方体形状のケーシング３０１を有しており、当該ケーシング３０１の内
部に紙幣が積層状態で収納される。また、この収納カセット３００は貨幣入出金機１００
のカセット装着部１２６及び釣銭機２００のカセット装着部２２６にそれぞれ着脱自在に
装着される。
【０１４７】
　また、収納カセット３００のケーシング３０１の側面には開口３０２が形成されており
、収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６や釣銭機２００のカ
セット装着部２２６に装着されているときに、貨幣入出金機１００の紙幣処理ユニット１
１０に設けられた搬送部１３０や釣銭機２００の紙幣処理ユニット２１０に設けられた搬
送部２３０から当該開口３０２を介して紙幣が収納カセット３００の内部に送られたり、
収納カセット３００に収納されている紙幣が開口３０２を介して貨幣入出金機１００の紙
幣処理ユニット１１０の搬送部１３０や釣銭機２００の紙幣処理ユニット２１０の搬送部
２３０に繰り出されたりする。
【０１４８】
　より詳細には、収納カセット３００の内部には、当該収納カセット３００に収納されて
いる紙幣を開口３０２からケーシング３０１の外部に繰り出す紙幣繰出機構が設けられて
いる。また、収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６や釣銭機
２００のカセット装着部２２６に装着されているときに、貨幣入出金機１００の紙幣処理
ユニット１１０側や釣銭機２００の紙幣処理ユニット２１０側から収納カセット３００の
紙幣繰出機構に動力が伝達される。
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【０１４９】
　このように、収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６や釣銭
機２００のカセット装着部２２６から取り出された状態では当該収納カセット３００に収
納されている紙幣をケーシング３０１の外部に繰り出させることができないため、収納カ
セット３００に収納されている紙幣のセキュリティ性を向上させることができる。
【０１５０】
　また、収納カセット３００のケーシング３０１の側面にはカセット用ＩＣタグ３０４が
設けられている。そして、収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部や
釣銭機２００のカセット装着部１２６に装着されているときに、貨幣入出金機１００及び
釣銭機２００のカセット装着部に設けられたカセット用ＩＣタグリーダライタによりカセ
ット用ＩＣタグ３０４のメモリに記憶された情報を読み書きできる。
【０１５１】
＜複数の店舗での貨幣入出金機の共用＞
　次に、複数の店舗での貨幣入出金機１００の共用について説明する。ショッピングモー
ルのように複数の店舗が集まった商業施設では、複数の店舗で貨幣入出金機１００を共用
する場合がある。
【０１５２】
　図１６は、複数の店舗での貨幣入出金機１００の共用についての説明図である。図１６
に示した構成では、店舗Ａ、店舗Ｂ及び店舗Ｃの３つの店舗で貨幣入出金機１００を共用
している。
【０１５３】
　具体的には、店舗Ａ、店舗Ｂ及び店舗Ｃは、それぞれＰＯＳレジスタ２９０と釣銭機２
００が設置されている。そして、各店舗の釣銭機２００に収納された売上金は、収納カセ
ット３００に移されてバックヤードに運搬され、バックヤードの貨幣入出金機１００に入
金される。
【０１５４】
　ここで、店舗Ａ～Ｃで用いる換算レートは同一であるとは限らない。各店舗が換算レー
トの手数料分を任意に設定できるためである。そこで、貨幣入出金機１００は、自装置を
利用する店舗ごとに複数のレートデータを記憶する。図１６では、貨幣入出金機１００は
、店舗Ａに対してレートデータａを対応付けて記憶し、店舗Ｂに対してレートデータｂを
対応付けて記憶し、店舗Ｃに対してレートデータｃを対応付けて記憶している。
【０１５５】
　また、貨幣入出金機１００は、収納カセット３００に付設されたカセット用ＩＣタグ３
０４から店舗の識別情報を読み取り、読み取った店舗の識別情報に基づいて複数のレート
データから該当するレートデータを特定する特定部を有する。
【０１５６】
　貨幣入出金機１００は、収納カセット３００を装着された場合には、特定部によりレー
トデータを特定し、特定したレートデータを用いて外国通貨分の売上の換算を行う。また
、売上の管理についても、店舗ごとに個別に行う。
【０１５７】
　上述してきたように、本実施例２に係る貨幣入出金機１００は、外国通貨を含む貨幣を
受け付ける受付部として機能するカセット装着部１２６と、外国通貨を国内通貨に換算す
る際に用いるレートデータ１０６ａを記憶する記憶部１０６と、受け付けた外国通貨を含
む貨幣を収納する貨幣収納部である回収カセット１４０，１４１とを有するよう構成した
ので、国内通貨とともに外国通貨を円滑かつ効率的に取り扱うことができる。
【０１５８】
　なお、上記の実施例では、収納カセット３００に紙幣を収納する場合を説明したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、収納カセット３００に硬貨を収納する場合に適用
することもできる。
【０１５９】
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　また、上記の実施例では、貨幣入出金機１００が収納カセット３００から入金を受け付
ける構成を例に説明を行ったが、操作者が貨幣を貨幣入出金機１００に直接入金する構成
であってもよい。
【０１６０】
　また、レートデータの設定については、貨幣入出金機１００を操作して行ってもよいし
、他の装置で設定したレートデータを貨幣入出金機１００に送信してもよい。また、ＰＯ
Ｓレジスタ２９０により設定したレートデータを収納カセット３００のカセット用ＩＣタ
グ３０４に書き込んでおき、貨幣入出金機１００に読み取らせてもよい。この場合には、
カセット用ＩＣタグ３０４から読み取った店舗の識別情報と組み合わせることで、店舗別
のレートデータの設定を行うことも可能である。
【０１６１】
　また、ＰＯＳレジスタ２９０及び釣銭機２００が外国通貨での支払いに対して釣銭を払
い出す場合には、外国通貨で釣銭を払い出してもよいし、釣銭を国内通貨に換算して払い
出してもよい。この場合には、ＰＯＳレジスタ２９０又は釣銭機２００にもレートデータ
を記憶させることになる。
【０１６２】
　また、上記の実施例では、本発明を店舗のバックヤードに設けた売上金入金機や貨幣入
出金機に適用した場合を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各種の貨幣
処理装置に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　本発明の貨幣処理装置及び貨幣処理システムは、貨幣処理装置に国内通貨とともに外国
通貨を円滑かつ効率的に取り扱わせる場合に有用である。
【符号の説明】
【０１６４】
　１００　貨幣入出金機
　１０１、２１２、２５１　筐体
　１０２　制御部
　１０２ａ、５９１ａ　レート換算部
　１０２ｂ、５９１ｂ　金額情報通知部
　１０２ｃ、５９１ｃ　貨幣情報通知部
　１０２ｄ、５９１ｄ　外国通貨割合算定部
　１０２ｅ、５９１ｅ　外国通貨割合通知部
　１０４　表示操作部
　１０５　通信部
　１０６、５９０　記憶部
　１０６ａ、５９０ａ　レートデータ
　１０６ｂ、５９０ｂ　在高データ
　１０６ｃ、５９０ｃ　売上管理データ
　１１０　紙幣処理ユニット
　１２０　紙幣受入部
　１２０ａ　紙幣受入口
　１２１　紙幣繰出機構
　１２２　紙幣払出部
　１２２ａ　紙幣取出口
　１２４　出金リジェクト部
　１２６　カセット装着部
　１２６ａ　扉
　１２８　カセット用ＩＣタグリーダライタ
　１３０　搬送部
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　１３０ａ　周回搬送部
　１３０ｂ　接続搬送部
　１３２　識別部
　１３４、１３６　紙幣収納部
　１３５、１３７　紙幣繰出機構
　１４０、１４１　回収カセット
　１４０ａ　扉
　１５０　硬貨処理ユニット
　１５２　硬貨受入部
　１５３　硬貨繰出機構
　１５４　入金搬送部
　１５６　識別部
　１５８　第１分岐部
　１６０　収納繰出部
　１６２　出金搬送部
　１６４　第２分岐部
　１６６　硬貨払出部
　１７０　回収カセット
　１７０ａ　扉
　１８０　包装硬貨収納ユニット
　１８４　ロック機構
　１８６　重量計
　２００　釣銭機
　２０１　ＩＣタグリーダライタ
　２０４　表示操作部
　２１０　紙幣処理ユニット
　２２０　紙幣受入部
　２２０ａ　紙幣受入口
　２２１　紙幣繰出機構
　２２２　紙幣払出部
　２２２ａ　紙幣取出口
　２２４　出金リジェクト部
　２２６　カセット装着部
　２２６ａ　扉
　２３０　搬送部
　２３０ａ　周回搬送部
　２３０ｂ　接続搬送部
　２３２　識別部
　２３４、２３６、２３８　紙幣収納部
　２３５、２３７、２３９　紙幣繰出機構
　２５０　硬貨処理ユニット
　２５２　硬貨受入部
　２５３　硬貨繰出機構
　２５４　入金搬送部
　２５６　識別部
　２５８　分岐部
　２６０　収納繰出部
　２６２　出金搬送部
　２６４　硬貨補助収納部
　２６６　硬貨払出部
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　２８０　包装硬貨収納ユニット
　２８０ａ　包装硬貨制御部
　２９０　ＰＯＳレジスタ
　２９３　表示部
　２９３ａ　追加の表示部
　２９４　操作部
　３００　収納カセット
　３０１　ケーシング
　３０２　開口
　３０４　カセット用ＩＣタグ
　４１０　データセンタ
　４２０　現金センタ
　４３０　管理装置
　４４０　金融機関
　５００　売上金入金機
　５１０　紙葉類投入部
　５２０　紙葉類識別部
　５３０　紙葉類搬送部
　５４１　紙葉類リジェクト部
　５４２　紙葉類スタッカ
　５４３、５４４　紙葉類一時保留部
　５５３、５５４　紙葉類カセット
　５７０　通信部
　５７１　ＩＣカードリーダ
　５７２　レシートプリンタ
　５７３　表示操作部
　５８０　通帳プリンタ
　５９１　本体制御部
　５９３　硬貨制御部
　６０１　上部ユニット
　６０２　下部ユニット
　６１０　硬貨投入部
　６２０　硬貨識別部
　６３０　硬貨搬送部
　６４１　硬貨リジェクト部
　６４３、６４４　硬貨一時保留部
　１４５、１４６　硬貨返却箱
　１５３、１５４　硬貨カセット
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